
令和４年度から変更 

 

 

 ペットボトルの水平リサイクル（ボトル toボトル、B to B） 

 使用済みペットボトルは、様々な製品にリサイクルすることが可能ですが、令和４年４月から港区の家庭

から資源として出されたペットボトルは全てペットボトルとして再商品化する「水平リサイクル」を実施し

ています。 
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